
 

 

令和 7年 4月 1日現在 

 

 

指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護 

  こもれびの丘ショートステイ・空床利用型  重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

当施設はご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスおよび指定介護予防短期入所生活

介護のサービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容契約上ご注意いただきた

いことを次の通り説明します。 

 

１ 事業所の目的 

特別養護老人ホームこもれびの丘に併設される 短期入所生活介護ならびに介護予防短期入

所生活介護（以下「施設」という）は、利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、利用前の居

宅生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、ユニットにおいて利用者が相互

に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援するとともに、利用者の心身機能の維

持ならびに利用者のご家族の心身の負担の軽減を実現することを目的とします。 

 

２ 短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスの運営方針 

 短期入所サービスの運営方針は次のとおりとします。 

⑴ 利用者が其の有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自立的な日常生活

を営むことができるよう、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を提供する。また、自

らその提供する施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

⑵ 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、地域包括支援センター、居宅介護

支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービスまたは福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努める。 

⑶ 利用者それぞれが各ユニットにおいて役割を持って生活を営むことができること、及び利用

者のプライバシーの確保に配慮するものとする。 

⑷ 施設サービスの提供にあたって、利用者またはその家族に対しサービスの提供方法について

わかりやすく説明するものとする。また、利用者または家族より同意を得たうえで、懇切丁寧に

施設サービスを提供するものとする。 

⑸ 施設サービスの提供にあたって、利用者本人、他の利用者等の生命または身体を保護するた

め、緊急やむを得ない場合を除き、身体的な拘束等は行わない。 

 

介護予防短期入所サービスの運営方針は次のとおりとします。 

⑴ 利用者がその有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自立的な日常生活

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（さいたま市指定 第１１７６５１３９０９） 



 

 

を営むことができるよう、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を提供する。また、自

らその提供する施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

⑵ 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、地域包括支援センター、居宅介護

支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービスまたは福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努める。 

⑶ 利用者それぞれが各ユニットにおいて役割を持って生活を営むことができること、及び利用

者のプライバシーの確保に配慮するものとする。 

⑷ 施設サービスの提供にあたって、利用者またはその家族に対しサービスの提供方法について

わかりやすく説明する。また、利用者または家族より同意を得たうえで、懇切丁寧に施設サービ

スを提供するものとする。 

⑸ 施設サービスの提供にあたって、利用者本人、他の利用者等の生命または身体を保護するた

め、緊急やむを得ない場合を除き、身体的な拘束等は行わない。 

 

尚、短期入所サービスと介護予防短期入所サービスは、同一の事業所において一体的に運営す

るものとします。 

 

３ 法人の概要 

（１）法 人 名 社会福祉法人 潤青会 

（２）法人所在地 埼玉県さいたま市浦和区常盤 9－5－6 

（３）電 話 番 号 048-711-3977 

（４）ＦＡＸ番号 048-711-3978 

（５）代表者氏名 理事長 野口 重信 

（６）設 立 年 月 平成 10年 1月 12日 

 

４ ご利用施設 

（１）施設の種類 指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護 

平成２７年４月１日指定 さいたま市 第１１７６５１３９０９号 

（２）施設の名称 こもれびの丘 ユニット型ショートステイ・空床利用型 

（３）施設所在地 埼玉県さいたま市南区広ヶ谷戸１３０－１ 

（４）電 話 番 号  ０４８－８１１－１７２０ 

（５）管理者氏名 施設長 齋藤 雅信   

（６）開 設 年 月 平成２７年４月１日 

（７）利 用 定 員 ２０人 ※ユニット型 20人（1ユニット定員 10人×2ユニット） 

（８）営業日及び営業時間 

営 業 日 年中無休 

受付時間 9：00 ～ 18：00 

（９）通常の事業実施地域  さいたま市及び川口市 

 

５ 施設の設備の概要 

 当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、全室個室となります。 



 

 

居室・設備の種類 室数 備     考 

居 室 16室 （1室 12.6㎡） 全室エアコン・洗面所付き 

居 室 ２室 （1室 14㎡） 全室エアコン・洗面所付き 

居 室 ２室 （1室 14.5㎡） 全室エアコン・洗面所付き 

共 同 生 活 室 １室  58.87㎡ 

共 同 生 活 室 １室  58.52㎡ 

医 務 室  1室 15.29㎡ 

脱 衣 室  ２室 13.13㎡ 

介 護 材 料 室 1室 17.91㎡ 

浴       室 ２室 14.50㎡ 

ト イ レ ６室 21.6㎡ 

※上記は、厚生省が定める基準により、ユニット型指定短期入所生活介護事業所及びユニッ

ト型指定介護予防短期入所生活介護に必置が義務づけられている施設・設備です。 

※居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況によ

り施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合

があります。その際には､ご契約者やご家族等と協議の上、決定するものとします｡ 

※当施設ではご契約者の安全管理上の問題から電子錠を設置しており、玄関から自由に出る

ことができない構造になっています。 

 

６ 施設の職員体制・勤務体制 

職    種 常勤換算 指定基準 勤  務  時  間 

管  理  者 1 1 日 勤 09：00 ～ 18：00 

医     師   1 必要数 内  科（毎週１回） 15：00 ～ 17：00 

事 務 職 員 2以上 必要数 日 勤 09：00 ～ 18：00 

生 活 相 談 員 1 １ 日 勤 09：00 ～ 18：00 

介 護 職 員 又 は  

看 護 職 員 
７以上 ７ 

早 番① 

早 番② 

日 勤 

遅 番① 

遅 番② 

夜 勤 

07：00 ～ 16：00 

08：00 ～ 17：00 

09：00 ～ 18：00 

11：00 ～ 20：00 

13：00 ～ 22：00 

22：00 ～ 07：00 

機 能 訓 練 指 導 員 1 1 日 勤 09：00 ～ 18：00 

介 護 支 援 専 門 員 1 1 日 勤 09：00 ～ 18：00 

栄  養  士 1 1 日 勤 09：00 ～ 18：00 

※職員の配置については、指定基準を遵守しております。 

※介護老人福祉施設と兼務です。 

 

７ 当施設が提供するサービスの内容 

（１）日常生活支援 

①サービス計画の立案（利用期間が 4日以上の場合） 

・短期入所生活介護計画（ケアプラン）を作成し、ご契約者及びご家族の方に同意をいただき



 

 

ます。 

②介護 

・上記のケアプランに基づいた介護サービス（食事、排泄、入浴、整容、移動介助、余暇活動

等）を提供します。 

③入浴（1週間以上利用した場合） 

・週 2回以上、入浴又は清拭を行います。ただし、ご契約者の体調により入浴を中止する場合

があります。 

・ご契約者の心身の状態に応じた入浴設備により安心して入浴をしていただけます。 

④排泄 

・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

⑤食事 

・食事時間   朝食 7：40～   昼食 12：00～   夕食 18：00～ 

おやつは、15：00にご用意します。 

・当施設では、栄養士（管理栄養士）が作成する献立表により、栄養バランス、ご契約者の身

体の状態及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

・食事は、原則としてリビングに召し上がっていただきます。 

・医療的（インスリン接種、ストマ、胃瘻、カテーテル）な対応が必要な方のご利用も可能で

す。ただし、利用前の調査にて身体状態や医療処置の内容によっては、ご利用できないこと

もあります。 

⑥機能訓練 

・看護職員・介護職員により、ご契約者の心身等の状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の

維持や低下の防止に努めます。 

⑦理美容サービス 

・月に 1回以上、理容師又は美容師による理美容サービスが受けられます。希望される方は職

員にお申し付けください。 

⑧送迎サービス 

・ご契約者の希望により、自宅と事業所間の送迎を行います。ただし、通常の事業実施地域外

からご利用の場合は、４kmを超えた分について100円/1kmの交通費を負担していただきます。 

（２）余暇活動支援 

①趣味活動 

・書道、カラオケ、音楽等の余暇活動を週１回以上行います。参加は自由です。 

 

②施設行事 

・誕生会、納涼祭、敬老会、クリスマス会、新年会等の季節行事を行います。 

 

（３）保健医療サービス 

①健康管理 

・看護職員が健康の管理を行います。 

・医療が必要と判断された場合には、速やかにかかりつけ医療機関に連絡をした上で受診もし

くは入院をしていただきます。この場合は、ご家族等に連絡をして状況を報告いたします。



 

 

医師の判断にて継続可能な場合は、再度生活を継続する場合もありますが、入院の場合は、

その時点で一旦退所といたしますので、お荷物等一切の退所品についてお引取りを頂きます

ので予めご通知申し上げます。 

 

８ サービス利用料金 

（１）ご利用者の方からいただくサービス利用料金は次のとおりです。 

この金額は、①介護保険の給付対象となるサービス並びに居室及び食費に係る自己負担額、

②介護保険の給付対象とならないサービスの２種類に分かれます。（なお、②の費用が必要と

なる場合には、事前に詳細を説明の上、ご契約者又はご家族等の同意を得ることとなります。） 

① 介護保険の給付対象となるサービスの利用料金 

介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものであり、ご契約者は介護報酬の

告示上の額の負担割合証に記載されている割合分(自己負担額)をお支払いいただきます。 

介護保険関係法令の改定により料金が変更になる場合は、変更された額に合わせて利用者

の負担額を変更させていただきます。その際は、事前にご説明いたします。 

 ◎短期入所生活介護 （上段料金は 1 割負担、中段料金は 2 割負担、下段料金は 3 割負担） 

１．利用者の要介護度とサービ

ス利用料金 

 ※１単位×10.83（さいたま市） 

要介護 1 

 （704） 

要介護 2 

 （772） 

要介護 3 

 （847） 

要介護 4 

 (918） 

要介護 5 

 （987） 

7,624円 8,361円 9,173円 9,942円 10,689円 

２．介護保険から給付される 

金額 
6,862円 7,525円 8,256円 8,948円 9,621円 

３．サービス利用料に係る 

自己負坦額（1-2） 

762円
1,524円
2,287円 

836円
1,672円
2,508円 

917円
1,834円
2,751円 

994円
1,988円
2,982円 

1,068円
2,137円
3,206円 

４．居室に係る自己負担額 2,600円 

５．食事に係る自己負担額 1,700円 

自己負担額合計（3+4+5）1 割負担 4,962円 5,036円 5,117円 5,194円 5,268円 

自己負担額合計（3+4+5）2 割負担 5,724円 5,872円 6,034円 6,188円 6,337円 

自己負担額合計 (3+4+5) 3 割負担 6,487円 6,708円 6,951円 7,182円 7,406円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◎介護予防短期入所生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※ご利用者が要介護認定を受けていない場合、もしくは要介護認定の結果が出ていない場

合は、サービスの利用料金を全額お支払頂きます。その場合については、要介護認定の

結果が出た後に自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。 

    償還払いとなる場合は、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要な事項を記載した

「サービス提供証明書」を交付致します。 

その他、利用者の状況や施設の体制が該当した際に発生するサービス利用料金（加算） 

加算項 目 内    容 単位数   利用者負担額 

送迎加算 施設で送迎を行う場合 184 200円 (片道につき) 

夜勤職員配置加算（Ⅱ） 指定介護老人福祉施設の併設

事業所である場合、指定短期

入所生活介護の利用者数と本

体施設である指定介護老人福

祉施設の入所者数を合算した

人数を指定介護老人福祉施設

の「入所者の数」とした場合

に必要となる夜勤職員の数を

1以上上回って配置した場合 

18 20円 （1日につき） 

 

加算項 目 内    容   利用者負担額 

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 

①介護職員の賃金改善のため、賃金

改善に関する計画並びに当該計画に

係る実施期間及び実施方法等を記載

した介護職員処遇改善計画書を作成

し都道府県に届け出ている場合 

総単位数に 8.3％を乗じ

た単位数 

１．利用者の要介護度とサービ

ス利用料金 

※１単位×10.83（さいたま市） 

要支援 1 

 （529） 

要支援 2 

 （656） 

5,729円 7,104円 

２．介護保険から給付される 

金額 
5,157円 6,394円 

３．サービス利用料に係る 

自己負坦額（1-2）1割負担 
572円 710円 

３．サービス利用料に係る 

自己負坦額（1-2）2割負担 
1,145円 1,420円 

３．サービス利用料に係る 

自己負坦額（1-2）3割負担 
1,712円 2,131円 

４．居室に係る自己負担額 2,500円 

５．食事に係る自己負担額 1,700円 

自己負担額合計（3+4+5）1割 4,772円 4,910円 

自己負担額合計（3+4+5）2割 5,345円 5,620円 

自己負担額合計（3+4+5）3割 5,912円 6,331円 



 

 

②介護職員任用の際に職責又は職務

内容の要件を書面により定めている 

③介護職員の資質の向上の支援に関

する計画を算定し、実施している 

   

介護職員等特定処遇改善 

加算Ⅱ 

現行の介護職員処遇改善加算（1）～

（Ⅲ）のいずれかを取得し、職場環

境等要件について複数の取り組みを

行い、取り組みについて「見える化」

を行っている場合 

総単位数に下記の加算率

を乗じたものが加算され

ます。 

加算率・・・2.3％ 

介護職員等ベースアップ

等支援加算 

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取

得している事業所 
総単位数に 1.6％を乗じ

た単位数 

    

世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税非課税者）は、滞在費・食費の負担が減額されま

す。また、生活保護を受けている方は滞在費が減額されます。 

 

対象者 区   分 
滞 在 費 

食   費 
ユニット型個室 

世帯全員が 

市町村民税 

非課税 

老齢福祉年金受給者 
利用者負担 

第 1段階 
  880円     300円 

課税年金受給額と合計所得金 

額の合計が 80万円以下の方 

利用者負担 

第 2段階 
  880円     600円 

利用者負担第 2段階以外の方 

（課税年金収入が 80万円超 

 266万円未満の方など） 

利用者負担 

第 3段階 
1,360円     1000円 

上記以外の方 

（施設との契約により設定されます） 

利用者負担 

第 4段階 
2,600円 1,700円 

（別表） 

利用者段階 利用者負担段階の要件 本人のみ 本人及び配偶者 

第1段階 老齢年金を受給されている方 1,000万以下 2,000万円以下 

第2段階 前年の合計取得金額と課税年金収入

額及び非課税年金収入額の合計額が

80万円以下の方 

 

650万円 

 

1,650万円以下 

第3段階 前年の合計取得金額と課税年金収入

額及び非課税年金収入額の合計額が

80万円を超え120万円以下の方 

 

550万円以下 

 

1,550万円以下 

第4段階 前年の合計取得金額と課税年金収入

額及び非課税年金収入額の合計額が

120万円を超える方 

 

500万円以下 

 

1,500万円以下 

 



 

 

② 介護保険の給付対象とならないサービス 

区  分 金額・単位 内 容 の 説 明 

特別な食事代 実 費 ①入居者のご希望に基づいて､外食､外注食､行事食など、通常の食

事の提供に要する費用の額では困難な食費の提供 

②お酒などの個人的な嗜好品等  

理髪代 
※理容師の出張サービス 

実 費 入居者の希望による理髪 

実 費 入居者の希望によるカラー 

実 費 入居者の希望によるパーマ 

クラブ活動費 実 費 利用者の希望によって参加した場合の材料費等 

複写物の交付 １頁    10円 施設に交付義務のある書類の複写物を除く 

電気器具使用料 １日   50円 居室で個人が使用する電化製品の電気代（１品目につき） 

その他の費用 実 費 ① 個人の希望する日用品の購入代金 

② 個人にご負担いただくことが適当であると思われるもの 

 

９ 利用料金のお支払い方法 

施設の利用料金・費用は、毎月月末に締め、翌月１０日頃に請求書を発送致します。その

後、２０日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

ア．窓口での現金支払 

イ．下記指定口座への振り込み 

  埼玉りそな銀行 東浦和支店 普通預金 ０７２８７９０ 

  社会福祉法人 潤青会 こもれびの丘   

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし 

  ご利用できる金融機関：すべての銀行・信用金庫、農協、郵便局等 

※ご不明な点は事務所にお尋ね下さい。 
 
 
１０ 利用の中止、変更、追加 

    ○利用予定期間の前にご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止、変

更又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日

前日までに事業者に申し出てください。 

    ○サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により、ご契約者の希望

する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日をご契約者に提示して協議し

ます。 

   ○以下の事由に該当した場合、ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止

することができます。その場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいた

だきます。 

      ・利用者が途中退所を希望した場合 

      ・入所日の健康チェックの結果、サービスの利用が困難であると判断した場合 

      ・利用中に体調が悪化した場合 

      ・他の利用者の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合 

      上記の場合で、必要な場合は、下記に記された緊急連絡先に連絡をするとともに、速やか

に主治医等に連絡を取る等、必要な援助を行います。 

 

１１ 事故発生の対応 

   ご利用者様に対する支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、ご利用者のご家族

等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じます。 

   又、ご利用者に対する支援の提供により事業者の過失によって、賠償すべき事故が発生し



 

 

た場合は、損害賠償を速やかに行ないます。 

 

１２ 虐待防止及び身体拘束廃止における対応 

施設サービスの提供による虐待防止の対応または再発を防止するため、次の措置を講ずるものと 

します。 

（1）虐待防止の対応のための指針を設備すること。 

（2）虐待または虐待に至る危険性がある事態が発生した場合に、発生の事実及びその分析を通

じた善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。 

（3）虐待防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

   尚、虐待が発生した場合には、速やかに市町村及び入居者の家族等に連絡を行うとともに

必要な措置を講ずるものとし、虐待の状況及び事故に際してとった措置については記録を

します。施設サービスの提供により賠償すべき虐待が発生した場合は、損害賠償を速やか

に行います。 

    又、虐待防止及び身体拘束廃止委員会を措置し、担当者が配置され、組織的に虐待防止

及び身体拘束廃止を実施する体制を設備するものとします。 

    入居者の自由を制限するような身体拘束は行いません。但し、入居者又は他の入居者等

の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ず拘束をせざるを得ない場合には、事前に入

居者及びその家族等へ充分な説明をし、同意を得ると共に、その態様及び時間、その際の

入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

１３ 緊急時の対応 

 急な体調の変化等、緊急時には、緊急連絡先に連絡をします。 

なお、連絡が取れない場合、主治医又は施設の判断で病院へ搬送する場合もあります。 

 

１４ サービスの利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約 

期間満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は同じ条件で更新

され、以後も同様となります。契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービス

を利用できますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了

します。（契約書第１６条参照） 

①ご契約者が死亡した場合 

②要介護認定により自立と判定された場合 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑦事業者から契約解除の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

（１）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第１７条、第１８条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。そ



 

 

の場合には、契約終了を希望する日の７日前までに申し出てください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②ご契約者が入院された場合 

③ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合 

④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入所生活介 

護サービスを実施しない場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信 

用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が 

認められる場合 

⑦他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐

れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（契約書第１９条参照） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除していただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意

にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な

事情を生じさせた場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間を定

めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の

利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこと

などによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

（３）契約の終了に伴う援助（契約書第１６条２項参照） 

契約が終了する場合には、事業所はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、

必要な援助を行います。 

 

１５ 非常災害対策 

 非常災害対策に関しては、具体的な計画を作成し、責任者を定めておくとともに、非常災害に備えて

定期的に避難、救出訓練を行います。 

防火管理者 杉山 昌平 

消防計画 

令和元年 8 月 1 日届 

 

防災組織完備 



 

 

消防訓練 

 

総合訓練（通報・避難誘導・消火）…地元との協力訓練 

 

部分訓練 

・夜間を想定し、実施します。 

・消防署立合いのもと実施します。 

 

＊防災設備は、専門の業者により年２回の定期点検を実施                       

しております。 

 

 １６ 苦情の受付について（契約書第２１条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（担当者） 管理者 齋藤 雅信  生活相談員  川浪 政美  

  ○受付時間    毎日  9：00 ～ 18：00 

また、設置している意見箱にて苦情やご相談の受付も行っています。 

（２）苦情処理の体制 

   苦情申出人からの要望を受けた担当者は、「苦情申出受付・経過記録書」に記録し、その

内容を苦情申出人に確認する。確認後、担当者は苦情解決責任者（施設長）及び第三者委員

に報告したうえで、苦情申出人との話し合いを実施する。 

   苦情解決責任者（施設長）は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及

び第三者委員に対して「改善結果（状況）報告書」により報告する。 

   苦情解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告に表示するととも

に、施設広報誌・ホームページ等に掲載し情報開示を行う。 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

福）潤青会 

第三者委員 

    植杉嘉明 

所在地    埼玉県さいたま市南区広ヶ谷戸 379－1 

電話番号   090-2674-1078 

受付時間   月曜日～金曜日 （年末年始・祝日を除く） 

           9：30 ～ 16：00 

福）潤青会 

第三者委員 

    上山修平 

所在地    埼玉県さいたま市南区大谷口 1731-16 

電話番号   048-811-1874 

受付時間   月曜日～金曜日 （年末年始・祝日を除く） 

           9：30 ～ 16：00 

南区役所高齢介護課 

所在地    埼玉県南区別所 7丁目 20-１ 

電話番号   048-844-7177（直通） 

受付時間   月曜日～金曜日 （年末年始・祝日を除く） 

           8：30 ～ 17：30 

さいたま市役所介護保険課 

所在地    埼玉県浦和区常盤 6丁目 4番 4号 

電話番号   048-829-1265（直通） 

受付時間   月曜日～金曜日 （年末年始・祝日を除く） 

           8：30 ～ 17：30 

埼玉県国民健康保険団体

連合会 

所在地    埼玉県さいたま市中央区大字下落合 1704 

電話番号   048-824-2568（直通） 

受付時間   月曜日～金曜日 （年末年始・祝日を除く） 

           8：30 ～ 17：30 



 

 

埼玉県社会福祉協議会 

埼玉県運営適正化委員会 

所在地    埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65 

電話番号  048-822-1243（直通） 

受付時間   月曜日～金曜日（年末年始・祝日を除く） 

           9：00 ～ 16：00 

 

１７ 第三者による評価の実施状況 

 

第三者による評価の実施

状況 

 

１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり ２ なし 

２ なし   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

確  認  書 

令和  年  月  日 

 

指定短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま

した。 

社会福祉法人 潤青会 

                       理事長   野 口  重 信   印 

 

                 特別養護老人ホーム こもれびの丘 

                     施設長   齋 藤  雅 信   印 

 

 

こもれびの丘 ショートステイ 

  生活相談員 川浪 政美     印                      

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護サービスの

提供開始に同意しました。 

 

契約者住所  

                               

  契約者氏名                                     印 

 

 

                保証人住所 

                

  保証人氏名                     印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

１ 施設の概要 

（１）建物の構造    鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 4階 

（２）建物の延べ床面積     6,123㎡ 

（３）併設事業 

   当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

  [介護老人福祉施設]  平成 27年４月１日指定 埼玉県 1176513917号   定員 120名 

  [通所介護]       平成 27年４月１日指定 埼玉県 1176513891号   定員  25名 

  [居宅介護支援事業]  平成 21年４月１日指定 埼玉県 1176513883号 

（４）施設の周辺環境 

  さいたま市の南区にあり、住宅街に囲まれた所に建てられており、日当たりも良く、中学校、

小学校等も隣接して地域と密着した環境で生活を送ることができます。 

 

２ 職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

  介護職員…ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。 

        ３名の利用者に対して 1名以上の介護職員を配置しています。 

  生活相談員…ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

         １名の生活相談員を配置しています。 

  看護職員…主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護、介助

等も行います。 

  機能訓練指導員…看護職員及び介護職員にて簡単な体操等共同で行います。 

  介護支援専門員…ご契約者に係る短期入所生活介護計画（ケアプラン）を作成します。 

           生活相談員が兼ねる場合もあります。 

  医 師…ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

       １名の医師を配置しています。 

 

３ 契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する「短

期入所生活介護計画」に定めます。 

｢短期入所生活介護計画｣の作成及びその変更は以下の流れで行います。（契約書第３条参照）  

 

ご契約者の担当である居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネージャー） 

が計画したケアプランに基づいて、当施設の介護支援専門員（ケアマネージャー）、 

または生活相談員が短期入所生活介護計画を作成します。 

 

 

    

短期入所生活介護計画の原案を、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を 

得ます。同意を得た短期入所生活介護計画に沿ってサービスを提供します。 



 

 

 

 

    

    

短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画に基づき３か月から６か月ごと、もし 

くはご契約者及びその家族の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認した 

うえで、ご契約者及びその家族等と協議し短期入所生活介護計画を変更します。 

   

    

    

 

変更された短期入所生活介護計画については、ご契約者及びその家族等に説明し同 

意を得ます。 

 

４ サービス提供における事業者の義務（契約書第１０条参照） 

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態を把握し、必要な場合には医師又は看護職員と連携を図

り適切な対応を行います。 

③ご契約者に提供したサービス内容についての記録は２年間保管するとともに、ご契

約者又は保証人の請求に応じて閲覧や、複写物を交付します。 

④ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、ご

契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、

記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

⑤事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た

ご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません（守秘

義務）。ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご

契約者の心身等の情報を提供します。 

 

５ 施設利用の留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されているご利用者の共同生活の場としての快適性、

安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）持ち込みの制限 

①認知症により判断能力が困難な方も利用されます。紛失や破損しては困るもの、高額な貴 

重品などの持ち込みはご遠慮ください。 

  ②飲食物の持ち込みについては、『衛生管理についての運営基準』に従っていただき、必ず

職員にお声かけ下さい。また、残った飲食物は破棄していただくか、持ち帰って頂きます

ようにお願いします。※地域の食中毒の発生状況に応じて、施設長の判断により飲食物の

持ち込みに制限をかけることもあります。 

（２）面会 

  面会時間   ９：００～18：００  



 

 

 ※来訪者は、必ず事務所前の面会簿に記入をして下さい。 

（３）食事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合には、

重要事項説明書 ６ ① に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。 

（４）施設・設備の使用上の注意（契約書第１２条参照） 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊す、も

しくは汚した場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当

の代価をお支払いいただく場合があります。 

○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場 

合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。 

ただし、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について十分な配慮を行います。 

○当施設の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動 

を行うことは禁止いたします。 

（５）喫煙 

   施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

 

６ 損害賠償について（契約書第１３条、第１４条参照） 

  当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにそ

の損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

  ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者

の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合

があります。 



 

 

個人情報取り扱いに関する同意書 

 

  私は、社会福祉法人 潤青会が、私及びその家族等の個人情報を以下の利用目的の必要最低限

の範囲内で使用、提供または収集することに同意します。 

 

１ 期間 

施設サービスの提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

 

２ 使用する目的 

（１）  短期入所生活介護計画の立案時や、円滑にサービスが提供されるために実施するサービ

ス担当者会議での情報提供のため 

（２）  医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、そ

の他社会福祉団体等との連絡調整のため 

（３）  ご契約者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要

のある場合 

（４）  ご契約者の利用する事業所内のカンファレンスのため 

（５）  上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

 

３ 使用にあたっての条件 

（１）  個人情報の提供は必要最低限度とし、サービス提供に関わる目的以外は決して利用しな

い。また、ご契約者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後において

も第三者に漏らさない。  

（２）  個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示

する。 

(３) 利用期間中に居宅サービス計画に定められた事業者を使用する範囲とする。 

 

 

 

令和     年     月     日 

 

                  （契約者）  住    所                                          

                              氏    名                                      印  

                  （保証人）  住    所                                          

                              氏    名                                      印  

                               

続    柄（契約者との関係）                    

  

         


